
                                               ～従来どおり～ 
 (２項 3 号)                (3 項)             

 

全ての仕様規定 

 

令 81 条 

 構造計算 
の適用 

法６条 
第１項 

建築確認

の対象 

 
2 号 

（木造）階数≧３F 

（木造）H＞13m or 軒高＞9m 

（木造）床面積＞500 ㎡ 

 
4 号 

（都計内等で 
   左記 2.3 号以外） 

 

H＞13m 
or 

軒高＞9m 

 

法 20 条 

 構造耐力 

 
3 号 

（非木造）階数  ≧2F 
（非木造）床面積＞200 ㎡ 

2 号 

H＞60m 
H≦60m 

H≦60m 

YES

YES 

NO 

NO 

H≦31m 

３号 1 号 

①S 造 階数≧地上 4F 
②RC or SRC 造  H≧20m 
③その他（令３６条の２） 

1)組積造 or CB 造 階数≧地上 4Ｆ 
2)S 造 階数≦地上 3F かつ（H＞13m or 軒高＞9m） 
3)RC＋SRC 造  H＞20m 

4)混構造  階数≧4F or（H＞13m or 軒高＞9m） 

令 36 条の 2 

 

H＞60m 

YES

H＞31m 

H19 告示 593 号

NO 

 
B 

限界耐力計算 

 
C 

保有水平耐力計算 

 
（通称：ルート３） 

D 

許容応力度等計算 
 

（通称：ルート 2） 

 

 

A 
時刻歴 
応答解析 
 

層間変形角（令 82 条の 2） 

保有水平耐力 
（令 82 条の 3） 

剛性率・偏心率 
（令 82 条の 6） 

    
E 

（通称：ルート 1） 

  
時刻歴 
解析 

(令 81 条) 

 
限界耐力計算 

(令 82 条の 5) 

許容応力度計算 ＋ 屋根ふき材等の緊結 
 （令 82 条各号）    （令 82 条の 4） 

適合性判定 

不要 
適合性判定不要 

令 36 条 
 
仕様規定 
の適用 

 
 (1 項)      (２項 2 号) 
 

耐久性等関係規定 
 

 
(２項 1 号) 

 

一部を除く仕様規定 

木造筋かい計算等 

法６条 
１項 5 号 

適合性判定 

構造計算適合性判定が必要 

※構造にかかわらず上記 B、C、D の計算は適判、と考えるとわかりやすい。 

大臣認定プログラムによるもの 

●のうち 
から選択 
可能 

＋ ＋  ＋ 

改正建築基準法に基づく構造計算等関係規定・早見表 

石造 
れんが造 
CB 造 

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造  
他 

NO YES

H＞１３ｍ 
ｏｒ 

軒高＞９ｍ 

YES NO 

＋ 

＋ 

(イ)下記すべてに該当 

1)スパン≦6m 
2)延面積≦500 ㎡ 
3)Ｃ０≧0.3、（冷間割増） 

4)筋交端部・接合部の破断
防止 

(ロ) 下記すべてに該当 

1)階数≦地上 2F 
2)スパン≦12m 
3)延面積≦500 ㎡(平屋 3,000 ㎡) 

4)Ｃ０≧0.3、（冷間割増） 
5)筋交端部・接合部の破断防止 
6)偏心率≦0.15 

7)局部座屈等の検討 

<1>階数≦地上 3F + H≦13m + 軒高≦9m で 

(イ)又は(ロ)に該当するもの 

ルート 1-1

 
<2>H≦20m で(イ)及び(ロ)に該当するもの 

(イ)Σ2.5αAw＋Σ0.7αAc≧ZWAi 

(ロ)QD=min[QL+nQE,Q0+Qy]で検討 

ルート 1-2

ルート 1

NO 

YES 

選択可能 

令 36 条の 2 

4 号 

S 造 

RC 造（壁式等以外）、SRC 造 

その他の構造 
三号～八号 

5)大臣が指定する建築物 
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